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(1) 名 称 

 

大阪広域水道企業団議会の保有する個人情報の保護に関する条例 

(2) 個人情報の取扱い 新個人情報保護法の下記にかかる規定に準じて、個人情報の取扱いを定めます。 

➤個人情報の保有の制限等  ➤従事者の義務 

➤利用目的の明示      ➤漏洩等の通知 

➤不適正な利用の禁止    ➤利用及び提供の制限 

➤適正な取得        ➤保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求 

➤正確性の確保       ➤個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求 

➤安全管理措置       ➤仮名加工情報の取扱いに係る義務 

 

(3) 保有個人情報 保有個人情報は、議会の事務局の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、職員が組織的に

利用するものとして、議会が保有しているものとします。 

なお、議長を含む議員が職務上作成し、又は取得した個人情報は、保有個人情報から除外するものとしま

す。 

 

(4) 個人情報ファイル 新個人情報保護法第 74 条及び第 75 条の規定に準じて個人情報ファイル簿の作成及び公表等について定

めます。 

 

 

企業団議会の個人情報保護条例（案）の概要 
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(5) 開示、訂正及び利用停止 自己情報の開示請求、訂正請求及び利用停止請求について、法の規定に沿って、何人も請求権を持つこと

を規定するとともに、請求手続について、執行機関と同様の手続きとする内容の規定をおきます。 

 

(6) 開示請求に係る手数料 

 

保有個人情報の開示請求をする際の手数料を無料とし、複写などの費用は請求者負担とします。 

 

(7) 大阪広域水道企業団情

報公開・個人情報審議会へ

の諮問 

開示決定、訂正決定、利用停止決定又は開示請求、訂正請求、若しくは利用停止請求に係る不作為につい

て審査請求があったときは、企業団が設置する大阪広域水道企業団情報公開・個人情報審議会に諮問し

なければならないこととします。また、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく

意見を聴くことが特に必要であるときには、同審議会に諮問することができることとします。 

 

(8) 運用状況の公表 

 

条例の施行状況の概要を、毎年度、公表するものとします。 

(9) 罰則 新個人情報保護法第 176 条～第 185 条の規定に準じて、議会事務局職員等に対する罰則を定めます。 

偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者の過料の額については、

新個人情報保護法の規定では 10 万円以下とされていますが、地方自治法（14 条）の規定により、特別の

定めがない場合、条例で定められる過料上限が 5万円となっていることから 5万円以下とします。 

※罰則規定については、大阪地方検察庁と現在協議を行っています。 
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